
【 施設基準届出に関する掲示 】 

 

当院は、厚生労働省の定める基準に基づき、東海北陸厚生局へ下記の施設基準の届

出を行い、適切な体制のもと診療を実施しております。 

 

■ 機能強化加算 

 

当院は「かかりつけ医」として、相談対応などを行っています。 

・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関する相談に応じています。 

必要に応じて専門の医師・専門医療機関へ紹介を行っています。 

・他の医療機関での受診状況や処方されているお薬の内容を確認し、当院での診察や

処方の管理を行います。 

・夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。 

・介護・保健・福祉サービスの利用に関する相談に応じています。 

 

■ 医療情報取得加算 

 

当院はオンライン資格確認システムを導入し、質の高い診療を実施するため十分な情報

を取得し、及び活用して診療を行っています。 

 

■ 医療 DX推進体制整備加算 

 

当院は医療 DX推進体制に関する事項及びしつの高い診療を実施するために十分な情

報を取得し、及び活用して診療を行っております。 

 

■ 二次性骨折予防継続管理料 3 

 

骨粗鬆症等の患者様に対し、骨折予防をも目的とした継続的な医学管理および療養指

導を実施しております。 

 

■ 一般名処方加算 

後発医薬品がある医薬品については、有効成分名（一般名）で処方する場合がありま

す。医薬品の安定供給に向けた取り組みを行っております。 

 



■ 明細書発行体制等加算 

 

当院では、医療費の内容が分かる明細書を無償で発行しております。 

 

■ 時間外対応加算 1 

 

当院は時間外対応加算 1の届出を行っており、診療時間外においても緊急のご相談に

対応できる体制を整えております。 

 

■ 外来感染対策向上加算 

 

当院では外来診療における診療感染対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研

修を受けた者が常勤し、院内感染防止に努めています。 

 

■ 連携強化加算 

 

感染対策に関し、地域の基幹医療機関と連携体制を構築しております。 

 

■ サーベイランス加算 

 

感染対策に関し、地域の基幹医療機関と連携体制を構築しております。 

 

■ 情報通信機器を用いた診療 

 

当院は情報通信機器を用いた診療（オンライン診療）を実施しております。 

 

■ 外来・在宅ベースアップ評価料（1） 

 

当院では、2026年 3月よりベースアップ評価料（1）を算定し、その一部を患者様にご負

担いただきます。本評価料は医療従事者の処遇改善にその全額を充当することにより、

物価高騰が進む中で、医療従事者が安心して業務に従事することを目的にしておりま

す。何卒ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

 

 



【在宅医療に関する施設基準】 

 

■在宅療養支援診療所 

 

当院は機能強化型在宅療養支援診療所として、複数医師体制のもと、24時間の往診対

応および緊急時の連絡体制を確保し、在宅療養を支援しております。 

 

■ 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時医学総合管理料 

 

通院が困難な患者様に対し、計画的な医学管理のもと定期的な訪問診療を実施してお

ります。緊急時には速やかに対応できる体制を整えております。 

 

■ 在宅がん医療総合診療料 

 

がん患者様に対し、療養生活を支えるための在宅医療を実施しております。 

 

■がん性疼痛療養緩和指導管理料 

 

当院では、がん性疼痛の治療法の基づき、計画的な治療管理及び療養上の指導を行い

ます。厚生労働省の定める指針に基づき、適切に実施いたします。 

 

 

 


